
公益社団法人 茨城県臨床検査技師会 

組 織 運 営 細 則 
  

 

第１章  総   則 

（総則）  

第１条  この法人の組織運営は、組織運営規程のほか組織運営細則（以下「本細則」とい 

う）の定めるところによる。  

２ 「本細則」とは、この法人の事業執行に関する基本的事項、業務管理の手続き、業務

遂行のための基準を定めたものをいい、各種規程に準拠し規定を補うための詳細につい

て定める。  

  

第２章  入会金・会費 

（会費・入会金）  

第２条  定款 第２章 第７条による会費は、正会員１名に付き年額５，０００円とし、 

入会金（再入会）は５００円とする。  

２ 名誉会員は、原則として会費は免除する。  

第３条  賛助会員の会費は、１個人及び法人に付き年額２０，０００円とし、入会金は無

料とする。  

（納入期限）  

第４条  会費納入期は、次のとおりとする。  

（１）新入会員は入会手続きと同時に入会金及びその年度の会費を納入する   

（２）継続する会員は前年度の３月１５日までにその翌年度の会費を納入する   

（３）前項ができない場合は、年度内に納入する  

（使途）  

第５条  入会金並びに正会員会費及び賛助会員会費は、一事業年度における合計額の 

２５％以上を当該年度の公益目的事業に使用するものとし、その割合は理事会で決定 

することとする。  

  

第３章  旅  費 

（目的）  

第６条  旅費の取り扱いは、この法人の役員及び会員が業務執行に係わる、出張旅費及び 

諸経費等の費用を弁償するために定める。  

（旅行の手続き）  

第７条  業務執行に係わる出張をする場合は、理事会の承認を経て、所定の復命書及び 



活動請求書に記載し、総務局長を経て会長に提出しなければならない。  

２ 出張者は、原則として、帰着後１０日以内に前項の書類を提出し、費用請求をする。  

（旅費の種類）  

第８条  旅費の種類は鉄道賃、船賃、車賃、航空費、諸経費、宿泊料とする。  

（旅費の額）  

第９条  鉄道賃、船賃、車賃、航空賃は原則として普通運賃の実費とし、諸経費は 

１，０００円、宿泊は宿泊実費として１０，０００円を上限とする。  

２ 活動時間が４時間以内の諸経費は上記の半額（５００円）とする。  

３ 鉄道１路線１００キロメートル以上の出張には特別急行料金を支給する。但し、県内は

除く。  

４ 自家用車の場合は、１キロメートルにつき１５円を乗じた金額とする。高速道路利用の

場合は、通常料金片道の金額とする。  

（旅費の制限）  

第１０条  会長は時宜、旅費の一部もしくは全額を支給しないことができる。  

（取扱の特例）  

第１１条  特別な事情により、この章の適応ができない場合は、理事会で協議し、別に 

定める。  

  

第４章  事務員就業 

（目的）  

第１２条  定款 第５章 第３０条の事務職員ついては、この法人の事業に関する事務手続 

きなどを円滑に執行するためのものであり、事務職員の雇用及び就業に関する事項を定 

める。  

（採用）  

第１３条  応募者の中から会長及び総務局長が自筆履歴書等で書類選考と面接を行い 

知識、技能、性格等を考査、又は調査し、理事会の承認を得るものとする。   

（服務義務）  

第１４条  事務職員は、常に品位を保ちこの法人の名誉を毀損することのないよう努める 

こと。  

２ 会長の指示命令に従うこと。  

３ 事務所の物品と経費の節約に努め、この法人の利益を害することのないよう努めるこ

と。  

４ 業務上知り得た秘密を他にもらさないこと。  

５ 常に事務所の整理整頓に注意し、盗難、火災予防、その他安全衛生に留意すること。  

６ その他、この規定を遵守すること。  

（勤務）  



第１５条  事務員の勤務は雇用契約日時とする。  

２ 総務局長は、臨時の出勤が必要と認めた時には、本人の同意を得てこの定めにかかわ

らず勤務時間を延長、もしくは短縮し、または雇用契約日時以外に勤務させることがで

きる。  

（出張）  

第１６条  総務局長は、必要と認めた場合は出張を命ずることができる。出張を命ぜられ 

た事務員には、第３章 旅費により報酬を支給する。  

（給与）  

第１７条  事務員の給与は、時間給、交通費、超過勤務手当てを支給する。  

２ 給与は実働時間を計算し支給する。  

３ 給与は通貨で全額直接本人に支給する。ただし法令に基づくものはあらかじめ控除し

て支給する。  

４ 雇用契約日時以外に勤務した超過勤務手当ては基本給の時間給とする。  

５ 交通費は公的機関の費用に準ずる費用とする。  

６ 通勤時に災害が発生した場合は補償の限りではない。  

（雇用契約）  

第１８条  雇用期間は、１時間以上から１年以内の契約期間とする。  

２ 雇用契約書は、理事会が別に定める様式とする。  

（退職）  

第１９条  事務員から次の事由に該当したときは退職とする。  

  （１）雇用期間が満了したとき  

  （２）本人が退職を申し出て会長が承認したとき、または退職の申し出から ３０日を経

過したとき  

 ２ １ヶ月以上の雇用契約事務員が退職しようとしたときは、少なくとも３０日前にその

旨を申し出なければならない。  

（解雇）  

第２０条  事務員が次の各号のいずれかに該当するときは解雇することができる。  

  （１）勤務成績不良で事務員としては不適当と認められたとき  

（２）心身の故障により業務にたえられないと認められたとき 

２ 事務員を解雇するときは、少なくとも３０日前に予告する。  

（取扱の特例）  

第２１条  この章に定めのない事項、疑義が生じた場合は理事会の決議による。  

  

第５章  専門委員会 

（総則）  

第２２条  この法人の組織運営規程 第６章 第２６条の専門委員会設置に関する事項に 



ついて定める。  

（目的）  

第２３条  定款 第１章 第３条の目的に則り、専門委員会に関する事項を定め、組織運営 

が円滑に図れることを目的とする。  

（委員会と事業）  

第２４条  前条の目的達成のために、次の専門委員会を置く。  

（１）役員推薦委員会・・この委員会は、組織運営規程 第４章 第９条により、別に定

める「役員推薦規程」に則りこの事業を推進する  

（２）規約検討委員会・・この委員会は、庶務企画部が補佐し、定款及び諸規程等に関

する検討を理事会に答申する  

（３）精度管理委員会・・この委員会は、学術研究部が補佐し、精度管理事業を推進す

る  

（４）広報委員会・・この委員会に編集部会とＩＴ部会を置く。広報編集事業を推進し、

ホームページを活用して情報交流を企画運営する  

（５）表彰推薦委員会・・この委員会は理事会が補佐し、「本細則」第６章に定めた事業

を推進する  

（６）学術査読委員会・・この委員会は、「生涯教育部会」と「査読部会」を置く、     「生

涯教育部会」は学術研究部が補佐し、生涯教育・研修会などに関する事業を推進

する。「査読部会」は広報編集部が補佐し、会誌掲載論文等の査読を行い、掲載お

よび発表の採否を判断する  

（７）公益事業活動委員会・・この委員会は渉外公益事業部が中心となり、地区担当理

事が補佐し、公益事業活動を推進する  

（８）関連団体交流委員会・・この委員会は渉外公益事業部が補佐し、関連団体等に関

して交流を推進する  

（９）賛助会員連絡協議委員会・・この委員会は組織厚生部が統括し、賛助会員との交

流を推進する  

（10）倫理委員会・・この委員会は理事会及び有識者が危機管理・個人情報保護及び臨

床検査技師の人間性を高めることなどを推進する  

（11）精度保証委員会・・この委員会は精度保証施設認定に関する事項を円滑に運営し、

臨床検査データの標準化を推進する。  

（12）特別委員会・・その他、理事会が必要と認めた場合に設置する  

（委員長及び副委員長）  

第２５条  前条の委員会には、組織運営規程 第６章 第２６条に拘わらず、副委員長を 

置くことができる。  

 

（委員会議録）  



第２６条  委員会の開催内容は、所定の事項を記載し議事録として、総務局長に提出しな 

ければならない。  

  

第６章  表彰推薦 

（目的）  

第２７条  この章は、この法人が行う表彰推薦に関することを定める。  

（表彰の種別）  

第２８条  表彰推薦の主な種別は次の各号とする。  

２ この法人に基づく表彰  

（１） 功労者表彰、特別功労者表彰  

  （２） 永年会員表彰  

  （３） 学術業績者表彰  

  （４） 特別表彰  

３ 行政庁及び関連団体による表彰  

（１） 茨城県関連表彰  

（２） 茨城県知事表彰  

（３） 国務大臣表彰  

（４） 叙勲など  

（５） 関連団体表彰など  

（表彰の審査）  

第２９条  前条の表彰推薦に関わる審査のため、「本細則」第５章 第２３条で定める表彰 

推薦委員会を置く。  

２ 委員会の構成は、若干名とし理事会で推薦し会長が委嘱する。  

３ 委員長は委員の互選による。  

４ この委員会の召集は、必要に応じて委員長が召集する。  

５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

６ 委員長は、次の期日までに会長に報告しなければならない。  

（１） この法人に基づく表彰推薦については、総会又は学会３０日前まで  

（２） 行政庁及び関連団体による表彰推薦については、推薦書類提出期限前の理事会 

開催前日まで  

（表彰・推薦・選考基準）  

第３０条  表彰選考基準については、次の各号による。  

２ この法人に基づく表彰  

（１） 功労者表彰、特別功労者表彰  

地域・地区において功績のあった者、又は 定款 第５章 第２２条の役員、組織

運営規程 第６章 第２６条の専門委員、「本細則」第７章 第３５条の学術研究部



門員４年以上経歴し４０歳以上に達した者  

（２） 永年会員表彰  

この法人の正会員として１５年以上在籍し、５５歳に達した者  

  （３） 学術業績者表彰  

この法人の名声を高揚する研究発表者、前年度の会誌掲載優秀論文として 

推薦された者、学術的に特に功績があったと認められる者  

（４） 特別表彰  

前各号のほか、特に理事会で表彰を必要と認めた者 

３ 行政庁及び関連団体による表彰  

（１） 茨城県関連表彰  

功労者表彰の受賞者で、４年以上経歴し原則４５歳以上に達した者  

（２） 茨城県知事表彰  

前号の受賞者で、更に臨床検査技師の地位向上、本会の発展に功績のあった 

原則５０歳以上に達した者、又は特に理事会で表彰推薦を認められた者  

（３） 国務大臣表彰  

この法人の役員を６年、又は学術研究部門分野員で１０年以上経歴し、 

臨床検査技師の地位向上、発展に功績のあった原則５５歳以上に達した者  

特に理事会で表彰推薦を認めた者  

（４） 叙勲など  

この法人の役員を８年、又は学術研究部門分野員で１２年以上経歴し、臨床検

査技師の地位向上、発展に功績のあった原則６０歳以上に達した者で特に理事

会で表彰推薦を認められた者、又は行政・監督官庁などより推薦された者  

（５） 関連団体表彰など  

他団体の表彰者選出の依頼に関しては、その表彰に応じ特に理事会で表彰推薦

を認めた者  

４ その他の表彰は、必要に応じて選考し会長に報告する。  

５ 各種推薦に関しては三役会及び理事会の承認を得る。  

（表彰方法）  

第３１条  この法人の表彰は次により行う。  

（１） 功労者表彰及び永年会員表彰は定期総会で表彰する  

（２） 学術業績者表彰及び特別表彰は学会式典で表彰する  

  （３） 被表彰者には、表彰状と記念品を添えて表彰する  

  （４） その他の表彰は、必要に応じて行う  

  

 

第７章  学術研究部運営 



（目的）  

第３２条  この法人の定款 第２章 目的及び事業と 組織運営規程  第６章  第２２条  

学術研究事業を円滑に推進するために定める。また精度管理事業及び部門別分野別検査 

研究を推進し、学術事業活動に寄与することを目的とする。  

（組織）  

第３３条  学術研究部理事を次の担当に分ける。  

  （１） 精度管理・精度保証担当  

（２） 生涯教育・研修会担当  

（３） 臨床検査学会・臨床検査フォーラム担当  

（業務）  

第３４条  学術公益事業において、生涯教育・研修会などに関しては「生涯教育・研修運 

営内規」で、また学会運営に関しては、「臨床検査学会運営内規」で別に定める。  

（部門）  

第３５条  前条の事業を達成するため、以下の学術研究検査を５部門に、分野を１３に 

分類する。  

  （１）生物化学分析検査部門  

              臨床化学分野、免疫血清分野、情報システム分野  

（２）生理機能検査部門  

              神経・機能検査分野、画像検査分野  

（３）形態検査部門  

              病理検査分野、細胞検査分野、一般検査分野、血液検査分野  

（４）感染疫学検査部門  

              微生物検査分野、公衆衛生（疫学）分野  

（５）生命倫理検査部門  

              遺伝子・染色体検査分野、輸血・移植検査分野  

（役員及び委員）  

第３６条  次の役員（(1)、(2)）及び委員（(3)から(5)）を置き、原則として定数とする。  

（１）学術部長    １名  

（２）学術担当理事  ３名以内  

  （３）部門長     各部門 １名（分野長兼任可）  

  （４）分野長     各分野 １名（部門長兼任可・分野委員兼任）  

  （５）分野委員   各分野 ４名から６名  

２ 学術部長及び学術担当理事は理事会で選出し、会長が委嘱する。  

３ 部門長は学術部長が推薦し、会長が委嘱する。  

４ 分野長は部門長が推薦し、会長が委嘱する。  

５ 分野委員は部門長が推薦し、会長が委嘱する。  



６ 役員及び委員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。  

（会議）  

第３７条  学術研究部門会議は、定款 第５章 第２２条の定めに拘らず、前項３５条の 

役員及び委員で構成する。  

２ 部門長・分野長会議は毎年２回以上開催する。  

３ 学術部長又は学術担当理事は、議長となって次の事項を協議し理事会へ提案する。  

（１） 学術研究部関連の年度事業の計画と予算  

 （２） 学術研究部関連の年度事業の報告と決算  

  （３） その他、学術研究部関連の事業に関すること  

４ 学術研究部門会議の内容は、所定の事項を記載し議事録として、総務局長に提出しな

ければならない。  

（事業計画及び報告）  

第３８条  部門長は、事業計画（学術活動計画書）及び事業報告（学術活動報告書）を 

学術部長に提出しなければならない。  

（１） 学術活動計画書（案内）を実施日の６０日前に提出しなければならない。  

  （２） 学術活動報告書を、活動終了３０日以内に提出しなければならない。  

（会計）  

第３９条  部門長は、次年度の予算案を定められた期日までに、所定の様式で学術担当 

理事に提出しなければならない。  

２ 部門長は、事業の収支を適正に処理し、会計監査を受けなければならない。  

（議事録）  

第４０条  すべての関連会議の内容は議事録として記録され、総務局長に提出しなければ 

ならない。  

  

第８章  臨床検査学会 

（総則）  

第４１条  臨床検査学会は、この法人が、定款 第１章 第３条に則り、開催するもので 

ありその運営は、この章の定めるところによる。  

２ 円滑な運営を補うための詳細について「学会運営内規」を定めると  

（名称）  

第４２条  この学会は「茨城県臨床検査学会」（以下「本学会」という）と称する。  

（目的）  

第４３条  「本学会」は、会員の研究成果の発表と討論を通じて臨床検査技術の向上及び 

会員の地位の向上をはかること、あわせて公衆衛生の向上とする公益事業の開催を目的 

とする。  

（開催及び告示）  



第４４条  開催地、開催年月日は、理事会の決定に基づき定期総会で公示する。 

開催は、原則として臨床検査フェアを隔年で実施し、担当地区は交代制とする。  

（参加資格）  

第４５条  原則として、発表者及び共同研究者は年度会費を完納した、この法人の会員に 

限る。正会員以外の共同研究者ならびに学会参加者は、別に定める「学会運営内規」に 

より学会参加費を納めるものとする。但し、理事会で認めたものは、この限りではない。  

（実行委員会）  

第４６条  実行委員会の詳細は、「学会運営内規」で別に定める。  

２ 実行委員会は、理事会にて学会開催地区の決定後６０日以内に開催し、学会終了後解

散する。  

（会計）  

第４７条  「本学会」は、この法人の予算及び参加費等で運営する。  

２ 学会長は、あらかじめ学会予算書を作成し理事会に提出し、承認を得る。  

３ 学会長は、学会終了後６０日以内に決算書を理事会に提出し、承認を得る。  

  

第９章  慶  弔 

（総則）  

第４８条  定款 第３章 第５条に定める会員及び監事、顧問、関係団体役員等に伴う 

慶弔費の給付を定める。  

（病気見舞弔慰）  

第４９条  会員及び監事、顧問が３０日以上の長期療養をする時は、見舞金として 

５，０００円支給する。  

２ 会員及び監事、顧問が死亡したときは、香料１０，０００円及び生花（花輪）一基相

当を給付し、弔電を打電する。  

３ この法人を代表して役員を派遣する。  

４ 前項が生じた場合は、会員及び施設連絡責任者が地区担当理事に連絡し、慶弔給付申

請書を組織更生担当理事に申請する。組織厚生部長は、速やかに三役の承認を得る。    

５ 他の関係団体役員等については、速やかに三役で協議し、慶弔費及びその他の給付及び

役員の派遣を決定する。  

６ 該当事項発生後申請を怠り、３ケ月を経過したものは、この規定を受ける事ができない

こともある。  

７ 災害発生における「り災見舞金」等の給付は、時勢を考慮し給付金額およびその運用を

理事会で決定する。  

（慶祝）  

第５０条  この法人の関連団体関係等が開催する祝賀行事などに招待された場合は、相応 

の金品で慶祝する。金額及び役員の派遣については、理事会の承認を得る。  



  

第１０章  賛助会員連絡協議会 

（目的）  

第５１条  この法人の正会員及び賛助会員との懇親融和と事業の適正化を図り、茨城県の 

福祉、地域医療の向上に寄与することを目的とする。  

（会務及び委員）  

第５２条  前項の目的を達成するために、次に掲げる事項を協議する。  

（１） この法人の正会員及び賛助会員の懇親融和に関すること  

（２） この法人及び賛助会員の緊急時対策（危機管理）に関すること   

（３） この法人の事業に関する賛助会員との協議、調整に関すること  

（４） 臨床検査全般の適正化に関すること  

（５） その他目的達成に必要な事項  

２ 委員は、この法人の理事２名、賛助会員４名、その他委員長が指名した者とする。  

３ 委員長は、賛助会員の委員の互選により選出し、委員会を召集し、議長を務める。  

４ 書記は、委員の互選により選出すし、委員会議事録を作成し保管・管理する。  

５ 会議は、会長と協議し委員長が召集し、委員会議事録は理事会に報告しなければなら

ない。  

６ 委員の任期は、２年とし再任を防げない。  

  

第１１章  学術査読 

（目的）  

第５３条  この章は、この法人の会誌「茨臨技会誌」掲載論文の水準の維持・向上を図る 

ため投稿原稿の査読を行う。  

（対象）  

第５４条  推薦された学会論文ならびに会員投稿による論文等を査読対象とする。  

（方法）  

第５５条  学術査読の詳細は、「投稿査読内規」で別に定める。  

２ 査読は、投稿された原稿が「投稿査読内規」に基づき適正を審査する。  

３ 採否の決定を投稿者に通知する。  

４ 不採用の場合には、理由を付して通知する。  

  

第１２章  附  則 

（改廃）  

第５６条  新しい事項で本細則に定めていないものは、理事会の議決を経て、「内規」等 

で定める。  

第５７条  本細則の改廃は理事会の議決による。  



（附則）  

１ この規定は、平成 25年８月１日より施行する。 

２ この内規は、平成 29年 3月 11日から施行する。（一部修正又は追記） 

 


